
生駒市条例第２０号 

生駒市国民健康保険税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２６年３月３１日 

生駒市長 山下 真 

 

生駒市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 生駒市国民健康保険税条例（平成１２年３月生駒市条例第７号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２０条第１項中「第２４条の３７第１項」を「第２４条の３６」に改める。 

 第２３条第２号中「（当該納税義務者を除く｡)」を削り、同条第３号中「３５

０，０００円」を「４５０，０００円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の生駒市国民健康保険税条例の規定は、平成２６年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、平成２５年度分までの国民健康保険税につい

ては、なお従前の例による。 


